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第７回香芝市望ましい学校環境検討委員会 議事録 

 

日時  令和７年１１月２６日（水） 

午前１０時００分から   

場所  香芝市役所５階 委員会室  

 
〔出席委員〕 

会長  赤松 喜久 

委員  西山 麻加 
委員  甲斐 崇幸 

委員  船木 克容 

委員  中西 茂雄 

委員  𠮷村 貞廣 

委員  髙垣 元一 

委員  山口 奈々子 

委員  松本 百穂 

委員  増田 一成 

委員  浅井 信成 

 

〔欠席委員〕 

副会長 奥田 俊詞 

委員  岡本 康宏 

 
〔事務局〕 

教育部長 井原 佳昭 

教育部次長（学校教育課長事務取扱） 陀安 龍也 

教育総務課長 木原 健次 

教育総務課主幹 三富 健幸（事務局・司会） 

 

本文中、（※）内は事務局による追記事項です。 

 

 

   開 会 

 

事務局・司会   定刻になりましたので、会議を開催いたします。委員並びに事務局、傍聴

にお越しの皆様方にお願い申し上げます。携帯電話、スマートフォン等の電

源はお切りになるか、又は音の出ない設定にしてください。撮影、録音等は

お控えくださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。なお、事務局

職員は記録用の撮影、録音を行いますので、あらかじめ御了承ください。 

 
事務局・司会   ただいまから、第７回香芝市望ましい学校環境検討委員会を開催いたしま

す。本日は、委員の皆様方には公私何かと御多用の中、御出席賜りまして御

礼申し上げます。本日、奥田副会長、岡本委員から欠席の御連絡をいただい

ておりますが、委員の皆様には過半数の御出席をいただいておりますので、

香芝市教育委員会附属機関設置規則第３条の規定に基づきまして、本委員会

は成立しておりますことを事務局より御報告申し上げます。 

 

事務局・司会   それでは、御手元の資料の御確認をお願いします。本日の資料は、事前に

お配りさせていただきました、第７回香芝市望ましい学校環境検討委員会の
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次第、資料１ 香芝市の学校の適正規模・適正配置の基準について（案）、

資料２ 香芝市の学校の適正規模・適正配置の基準に関する附帯意見（案）、

そして参考資料としまして、第６回香芝市望ましい学校環境検討委員会議事

要旨でございます。 

皆様、御手元にお揃いでしょうか。 

 
事務局・司会    ありがとうございます。 

         それでは、議事の進行につきましては、赤松会長、よろしくお願いいたし

ます。 

 

赤松会長      委員の皆様方、おはようございます。 
それではただいまより、第７回の香芝市望ましい学校環境検討委員会を始

めさせていただきたいと存じます。 
いつもお忙しい中、定刻前にお集まりいただきまして、大変ありがとうご

ざいます。いよいよ本委員会も、諮問をされた内容について佳境を迎えてい

るかなと思います。大切なまとめの段階であると思いますので、委員の皆様

方の御協力、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 

赤松会長     あらかじめ御用意させていただいている議題に入ります前に、事務局の方

から御説明と御報告をいただいておいた方がよい、市政に関わる動きがござ

いますので、その中身について事務局の方から御報告をお願いしたいと思い

ます。 

 

教育部長       失礼いたします。 
本日は、香芝市望ましい学校環境検討委員会にお集まりいただきましてあ

りがとうございます。事務局の方から１点、御報告がございます。８月の委

員会の方ではお伝えできなかったことではございますが、９月の香芝市議会

定例会におきまして、五位堂小学校及び志都美小学校の建て替えに係る基本

設計の予算が可決されました。現在、それに向かい検討しているということ

で、委員の皆様に御報告申し上げます。以上になります。 

 

赤松会長     ただいま、御報告いただきましたとおりで、市政の御判断の中身が若干、

若干どころか、本委員会で委員の皆様方に御審議いただいている中身と関係

してくる部分もございますが、これは市として、議会でそのように御判断さ

れたということですので、それを超えて我々が口を挟むということはないか

なと思います。ただいまの御報告のとおりですが、事務局から御報告いただ

きました中身に関して、よろしいでしょうか。 

はい、お願いします。 

 

甲斐委員     唐突だったので、五位堂小学校と志都美小学校の校舎の建て替えの基本設

計について、校舎が複数あるかは分からないのですが、その辺りの詳細をも

う少し教えていただければと。 

 
赤松会長      それでは事務局の方、お願いいたします。 

 

教育部長      失礼します。 
五位堂小学校につきましては、全て建て替え、志都美小学校につきまして

は、普通教室棟の建て替えを検討しております。以上です。 

 
赤松会長      ありがとうございました。 

この間の、時系列的な流れも御報告いただいたとおりで、前回会議のタイ
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ミングでもまだ公表される前の段階でしたので、本委員会でこの中身を前出

ししてしまうのは市政の混乱を招くということもありましたので、御報告い

ただくのは少し控えていただいたというのが、ただいま御報告いただいた中

身でございます。 

 

赤松会長     それでは、御案内の次第に則しまして、議事に入らせていただいてよろし

いでしょうか。 

 
𠮷村委員      すみません、よろしいでしょうか。 

 

赤松会長      はい。お願いします。 

 

𠮷村委員       志都美小学校の方からお越しいただいている方はいらっしゃいますか。 

 

西山委員、松本委員 はい。 

 
𠮷村委員      進捗状況は、図面を引っ張り、かかっていきますという、あくまでも案で

すけれども、その辺りの報告は地元の方々にありましたか。ありませんでし

たか。 

 
中西委員     すみません。私は平野自治会長（※志都美小学校区）をやっているんです

けれども、報告というのは一切ありませんので、地元には何も下りていない

状況だと思います。 

 
𠮷村委員      よろしいですか。 

 
赤松会長      お願いします。 

 
𠮷村委員      言葉尻だけで考えてみれば、何やねんというのが、初めに聞いたときに感

じた印象でした。我々は、子どもたちのための学校というのはどれがベスト

なんだろう、という議論をしてまいりました。その中で唐突に、志都美小学

校の建て替え、五位堂小学校の建て替えという案があり、昨日も教育委員会

とは話をしたんです。何が言いたいのかというと、市のことですから、市と

教育委員会は別のものと言ってしまったらそれで終わりですが、非常に関連

を持って、並行して付随していくものではないかなというのは、私の個人の

感想です。私はこういう性格ですから、どうも納得いかなくて、一生懸命皆

で考えて、そろそろ結論を出していこうというところに、新しい学校ができ

る。学校ができることはいいんですが、そういう中身の運営の在り方はどう

なっているんだろうか。当然、志都美小学校の校区の方々には事前に連絡を

行っていたのかなということで質問したんです。 

もう１点は、私はこういう人間ですから、昨日、市長にお会いし、部長に

御話をしました。たまたまお会いしてくれたので、市長室に行きました。そ

こで市長に、我々の検討委員会の中では、こういう結論に近い状態まで来て

おります。結論という部分の中では、例えば子どもたちの環境はどうか、や

はり複数学級で運営した方がいいでしょう、先生方の人数は１人ずつではな

く何人かおられた方が絶対いいでしょう、団体競技に制限がある。最小限こ

の３つの問題について皆の賛同を得て、それは正しいことだなという意見に

まとまりつつあるというところなんです。志都美小学校の問題が非常に出て

くるような感じになってしまいますが、そこに新築の建物の建て替え、五位

堂小学校で５０億円ぐらい、志都美小学校で３０億円ぐらいは費用として掛
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かりますというわけです。費用は市が持つのでいいんですが、どうも我々の

考え方を反映した中でされているのかどうかということが非常に疑問でした。

最終、私の意見とこの委員会での決まり事は市長に全部お伝えしました。そ

うしたら、市長の方からは「𠮷村さんのおっしゃることは重々わかった。私

はあなたの考え方に賛成です。」というふうにおっしゃっていただきました。

市長は公約として、選挙のときに香芝市は一番人口が低く、非常にばらつき

がある。特に志都美の界隈もかなり低く、人口が減っている、それを公約ど

おり、今まさに増やす方法、地目変更等をやる手続きに入っている最中なん

だという話でした。それは市長の方針、公約の話ですから、我々とはまた違

った葉、茎でやればいいんだ、当委員会の答申されたことに関しては、しっ

かり尊重させていただきますと。答弁の中身も、小さなこともこれから検討

されると思います。 
私が何を言いたいのかといえば、小学校の建て替えについて聞いたときに、

どうして教育委員会がこんな大事な話を、我々の委員会の中に、８月の時点

でと言いますけれども、予算が上がったのは９月です。そうすると、８月の
段階で情報は入ってきたんですよね。そのことについての報告もなく、淡々

と進んでいる。全く影響もないといえば影響ないことかも分からないですが、

全く無視もできないことなんです。だからその辺りを、何で教育委員会自体

が情報というものを、そういうことはこういう状況で議論されるであろうと

いうことを重々知っておられながら、と。言い方を変えれば、隠しておった

ということです。 

 

赤松会長      少しよろしいですか。 
隠していたということで言えば、そういう表現には当たらないと思います。

先ほど申し上げましたとおり、これは議会で決定されて、公表しても構わな

い、よかろうということで公表された。こちらが発生したのは、９月のいつ

の段階ですかね。市議会の直後ですか。 

 
教育部長      本会議の最終日が９月２２日で、それ以降になっています。 

 

赤松会長     そのようなことが市議会で検討されたという話は、私もお伺いしました。

ですが、まだ検討されているという段階であって、どうなるか分からない。

しかも、そのような中身をここで先に公表してしまうことの是非を考えたと

きに、私は適切ではないというふうに判断をしましたので、隠していたとい

うことではなく、市政を混乱させないようにという表現が適切だろうと。そ

ういう動きにならないように進めるべきであろうというふうに私自身も判断

をさせていただきました。そうしますと、９月２２日以降にはもう市民の皆

様も、このことに関する事実には触れ得るという、そういう状況にあり、そ

ろそろ１２月になろうとしている時期です。先ほど当該の校区の方から意見

として出されたこととして、そういう事前の説明はなかったように思います。

現段階でも、なぜなのかという説明についてはいかがでしょうか。 

 
中西委員      私は、自治連合会の会長もさせてもらっているんですけれども、自治連合

会の方にも何も報告はありませんでした。それに対して、私が最初のとき、

第１回のときにこの問題に対して、志都美小学校のところは道路も狭く、通

学でもいろいろ問題はあるので、道路整備等を先に計画してもらい、その上

で、小学校の建て替えという方向に向けてもらうのが本来と思っているんで

すけれども、その件に関しまして、市長と会ったときには話をさせてもらっ

ています。その辺りを含めて、今の問題の建て替えます、だけで進めるのは

少し問題があるように思うんですけれども。 
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赤松会長     すみません、ありがとうございました。これは、建て替えの対象となった

２校の問題のみにとどまらず、香芝市内の学校の一側面でしかありませんが、

老朽化の程度、それから建物の腐食の程度を香芝市の方でそれなりに強化を

されている。その一側面から見ると、緊急性の高い学校もあるはずですが、

その学校はこの段階ではまだ手つかずで、そうではない学校が、というよう

なこと。いずれにしても、市として市民の皆様方にその辺りを、どういう流

れ、経緯でこうなったのかということですよね。丁寧な御説明をこれからや

っていただくことになるのだろうと思いますが、引き続き市にはその辺り、

どういう経緯で、という丁寧な御説明の方、本委員会としてもお願いします。

これは市民の皆様方の切なる要望でもあろうかと思いますので、それは指針

に対して、市民に何かしらのチャンネルを捉えて、適切な情報交流を図って

いただきますようお願いします。という以外、この中身についてはないのか

なと思いますが。 

 
教育部長      会長、すみません。 

 
赤松会長      はい、お願いします。 

 
教育部長      すみません。先ほど９月２２日、今回の議会の終了日ということでお伝え

したんですけれども、もちろん議会はオープンでやっておりますので、議案

の審議の傍聴であるとか、ライブ中継等で御覧になっている方もございます

ので、その都度、その内容についてはお知らせしております、ということを

少しお伝えさせていただきます。 

 

赤松会長     ありがとうございました。 

         はい、西山委員、お願いします。 

 
西山委員      すみません。そのことについてです。 

私、志都美小学校区で保護者をしています。毎日忙しく過ごしているんで

すが、この委員会があるので情報を仕入れようと思っています。ただ、それ

でもやはり足りない部分はあります。私もこの話は初めて聞きましたし、な

かなか市の側からすると、やることはやっている、情報を発信しているみた

いな感じなんですけれども、こちら側からは何か情報を仕入れないと分から

ないことなんです。多分、他の保護者さん、志都美小学校区に住んでいる人、

五位堂小学校区の人もそうだし、毎日忙しく過ごしている人達にとっては、

なかなか難しいことなんです。だからお互い歩み寄ってやっていただけたら

とてもありがたいです。そこを分かっていただきたいなと、私は思います。

本当に難しいことなんです。私は、そこに尽きると思います。 

 
赤松会長     ありがとうございます。 

今、西山委員がおっしゃられたとおりだと私も思います。市民の方々が、

我々が求めて情報を集めないといけない、プル情報のみに頼るというのでは

なくて、施策決定の主体が積極的にその決定に至った背景について、プッシ

ュ情報と言っていいのか、積極的に情報発信していくことを求めます、とい

う御意見かなと思いますので、それはそのとおりかなと思います。そういう

意味で、先ほど市として、市民の皆様方にはかなり時間が経ってしまってい

るという背景があるかもしれませんが、これからでも何かパイプを使われて、

積極的に情報交換、説明をお願いします。 

 
甲斐委員      すみません。 
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赤松会長      はい。甲斐委員、どうぞ。 

 
甲斐委員      地域住民とか自治連合会の話もありましたけれども、今、西山さんからも

あった保護者の話で、これは志都美小学校の学校運営協議会やＰＴＡとかに

は、今もまだ話がいっていないということでしょうか。できればそこから説

明もしていただきたいなというふうに思っております。五位堂小学校も含め

てですね、状況確認です。以上です。 

 

赤松会長      松本委員は、志都美小学校の学校運営協議会のメンバーでもいらっしゃっ

たと思いますが。 

 
松本委員      はい、そうです。 

 
赤松会長      今、お尋ねの状況はいかがでしょうか。 

 

松本委員      運動会の時に委員が集まりまして、その時にお話はなかったんですが、来

週に学校運営協議会がありますので。実は私も、別の、１０月３１日付けの

ニュースで計画を知りました。会社名は忘れたんですけれども、そこへ委託

して決まったみたいなニュースを見まして、学校側にどういったことになっ

ているかを聞こうと思っておりました。 

 
赤松会長      五位堂小学校の関係者の方は。 

 
山口委員      すみません、今初めて知りました。 

 

赤松会長      そうなんですね。市としてもいろいろな業務を抱えておられて大変な中で

のことであろうというのは重々、その辺りを理解した上で、でも、そこから

１ヶ月ぐらいは経っていますので、できるだけ丁寧かつ速やかな情報提供、

一方的な提供だけではなく、そのような機会を持っていただきますよう重ね

て市の方にお願いする。これしかないのかなと思います。 
この報告の中身については、この辺りで。 

      はい、お願いします。 

 
𠮷村委員      すみません。あまり混乱させたくはないんですけれども。皆さんの意見を

聞いていると、市が単独で決めたことをどんどんやっていくのはいいんです

が、そこに住んでいる人たち、子どもたちとかが、この町はどうなっていく

んだろう、と。本来、まちづくりというのは、やはり人を育てるためのまち

をつくるわけです。人を作っていかないことには、まちなんてできるわけが

ないんです。そういう考えを、教育委員会は微塵も持っていない。はっきり

言って、箱さえ作ったら、と。教育委員会がすることは何かと言えば、設置

義務。運営は誰がするのか言うと、校長の仕事ですと。その中に、市民との

接点なんてどこに入っているんだと。たまたま運営協議会というものができ

たから、どんどんどんどん意見を持つことができるようになっているけれど

も、それでも断片的な部分であって、決まってからこういうことになります、

やり方は考えてください、と。考えることは教育委員会の仕事でしょう。だ

からおっしゃるように、大事なことは、ここで決めようとすることと、建て

替えを行うことは全く別ものと言えばはっきりといって別物ですよ。この辺

りを、誤解のないようにしたいと同時に、教育委員会の在り方自体、進め方

自体を根本的に考えてもらわないと、ちょっと私は賛同できないですね。市
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役所の人間はみんなそうだと思っていますよ。校長先生はどうですか。増田

先生も、教育委員会の在り方自体をもっと自ら改革しないといけないと思っ

ていますよね、はっきりと言って。校長会をやって、国からの伝達事項を話

して、何をしているんだ、早くしないかと。残食率を何とかせよと。そんな

こと言いっ放しは誰でも言えます。現場は大変なんです。そうでしょう。だ

からもう何をするにも、関連の話で申し訳ないですけれども、もっと市が現

場に入り込んでいって、一緒に学校を経営していきましょうというようなス

タンスでいないと、香芝は良くならないですし、子どもの未来なんか見えて

こないです、はっきり言って。議題とは外れますけれども、そういうことを

一つ、教育委員会は市長としっかりと話を詰めて、こういうことが今起こっ

ています、という話をなぜ詰めないのかなというふうに思います。その配慮

が足りないというのは、教育委員会自体が仕事をしていないと言ってもおか

しくない。はっきり言ってしていませんよ。 

 
赤松会長      貴重な御意見ですけれども、もうこれまでのところを承ったということで

よろしゅうございましょうか。 
今、𠮷村委員の御発言の中でもありましたが、私自身がちょっと不勉強で

どっちだったかなと。学校教育法や、地方教育行政法（※地方教育行政の組

織及び運営に関する法律）というところの、学校の設置者と言った場合には、

教育委員会ではないんです。自治体ということになります。だから、その自

治体の長の御判断ということになるんでしょうけれども、そうしたときに、

市長だけの独断で専行し、物事が進んでいるということではなく、そこにち

ゃんと教育委員会がコミットして、望ましい方向でどんどん事を進めて欲し

いという、𠮷村委員からの貴重な御意見かなと思いますので、そういう方向

でこれまでもやってきていただいていると、私は思っているんですけれども。

引き続きそういう方向でお願いしたいと思います。 

それでは、冒頭の事務局から御報告いただきました中身につきましては、

以上で終えさせていただきたいと存じます。本日用意させていただいており

ます、議案の中身の方に入らせていただきます。 

 

  案件１ 香芝市の学校の適正規模・適正配置の基準について 

 

赤松会長      そうしましたら、本日は大きく２つの案件になっていますが、それにプラ

スしてもう１つ議論をしなくてはいけないことがあるだろうなと思っており

ますので、それをもとに進行させていただきたいと思います。前回会議で、

今回はここからスタートさせていただきます、ということを各委員にお話さ

せていただいて、御了解いただいたことがございます。その中身が何かと言

いますと、資料１の３ページをお開きください。 
前回までの会議で、本委員会として、適正規模・適正配置に関わりまして

は御了解を得られました。その基準を受けて、市として然るべき検討を開始

するタイミングをどのようにするかということで、大きく２つの意見、案が

出されまして、そのどちらともそれぞれ長所があれば難点もある、さてどち

らにしましょうかというところで終わっています。３ページに示されており

ます、小学校の案１は、「単学級となる学年が過半となり、人口予測等から

数年にわたって同じ状況が続くことが明らかなこと」。単学級となる学年が

過半、というところで市として検討に入る、とするのか。案２の「全学年が

単学級となり（※以下同文）」という、２つの案。小中学校ともに、どちら

にしましょうかという考え方になっております。そこまで行く過程について、

念のために振り返りをさせていただきたいと思います。 

本委員会では、実に２年に跨り、慎重に審議をしていただいています。最
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終の答申というところに向けた、我々の構えも必要になってくるということ

で、答申に近い形で事務局に今回整理をしていただいております。そういう

ことも踏まえまして、念のために、資料１から順番に読み上げさせていただ

きます。 

「１ 基準の作成の趣旨と位置付け」として、「香芝市の望ましい教育環

境である、『すべての児童・生徒が安全に安心して、個別最適な学びと協働

的な学びにより、主体的・対話的で深い学びができる「地域とともにある教

育環境」』を実現していくために、学校の適正規模・適正配置についての基

準を作成します。 

作成に当たっては、香芝市のすべての子どもたちが、国の教育方針に基づ

いて学ぶことができるという上記の教育環境に鑑み、『公立小学校・中学校

の適正規模・適正配置等に関する手引』や『令和の日本型学校教育』等に示

される国の標準を参考としつつ、香芝市の地域の実情や意向を反映し、『地

域とともにある教育環境』の実現に資するものとします。 

また、基準は機械的に当てはめるのではなく、附帯意見を十分に考慮し、

地域の実情や児童生徒、保護者（就学予定者の保護者を含む。）、学校関係

者及び地域住民等の意向を踏まえて、望ましい教育環境の実現のための検討

を行うものとします」という、我々が検討させていただいた基準の、趣旨や

位置付けという部分。基準は一定、了解いただいているわけですけれども、

これを機械的に当てはめるのではない。適正規模・適正配置について、次に

示します基準の合意に至ったわけですけれども、その基準を機械的に当ては

めるのではなく、附帯意見で示させていただいたようなところを、市として

重々御勘案くださいということを、まず冒頭に整理をさせていただいていま

す。附帯意見が資料２にありますが、これまでに委員の皆様方からお出しい

ただいたものがここに反映されているかどうかということについても、後ほ

ど読み上げさせていただきます。 

次に「２ 望ましい教育環境を整備するための基本的な考え方」として、

これも御了解いただいている中身です。「⑴ 各学年においてクラス替えが

できる複数の学級を確保することが望ましい」。「⑵ 児童生徒が集団の中

で、多様な考え方に触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じ

て思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を

身につけさせるためには、一定の学校規模を持つことが望ましい」。「⑶ 

経験年数、専門性、男女比等についてバランスのとれた教職員集団が配置す

るためには、一定の学校規模を持つことが望ましい」。「⑷ 児童生徒が安

全に安心して通学し、学校生活を送ることができる環境を整備する必要があ

る」。これは、すでにお認めいただいた中身を、このような形で整理させて

いただいていると思います。 

「３ 望ましい教育環境を整備するための基本的な考え方を前提とした基

準」ですが、「⑴ 望ましい学校規模」の「ア 小学校」。「小学校では、

多様な人間関係を築く上でクラス替えを可能とし、また同学年に複数教員を

配置する上で各学年２学級から３学級、全学年で１２学級から１８学級とす

る」。「イ 中学校」、「中学校では、教科担任制であることから、生徒の

学習等に影響がないよう、全教科に十分な教員配置を行う上でも一定数の生

徒と教職員を確保する必要があるため、各学年４学級から６学級、全学年で

１２学級から１８学級とする」。「⑵ 望ましい学級規模」については、

「国の示す人数をもとに、下限の人数については運動会・文化祭・遠足・修

学旅行等の集団活動・行事の教育効果や、班活動、グループ分け、協働的な

学習等に制約や影響がない人数とする」ということで、「ア 小学校」では、

「１学級当たりの人数は、３５人までとする」。「イ 中学校」では、「１

学級当たりの人数は、３５人までとする」。「⑶ 望ましい学校の配置」で

は、「ア 小学校」は、「通学距離が、おおむね３㎞以内となる配置とす
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る」、「イ 中学校」では、「通学距離が、おおむね６㎞以内となる配置と

する」。 

今読み上げました「⑵ 望ましい学級規模」についての、小学校の「１学

級当たりの人数は３５人までとする」に関わりまして、委員の方から意見が

出された点を附帯意見の中に明示するということでお認めいただいておりま

したので、この段階で、資料２の「香芝市の学校の適正規模・適正配置の基

準に関する附帯意見（案）」、こちらの１番にそのことを明記させていただ

いております。「１ 基準『３ ⑵』の、望ましい学級規模としては、小学

校、中学校ともに１学級当たり３５人までを基準とするが、特に小学校１年

生はより少人数が望ましいと考えるため、市の財政的な負担や空き教室の状

況、教員の確保等を踏まえた上で望ましい学級規模について検討されたい」。

このような形の附帯事項として、特に小学校の１学級当たりの人数３５人程

度、これは機械的に当てはめるのではなくて、特に小学校１年生について、

状況を踏まえてより少人数の学校運営が可能ならば、それを検討されたいと

いうものを最初に掲げさせていただいております。 

ここまでは、本委員会でこれまでお認めいただいた中身の文言を、最終の

答申書にできるだけ近い形で整理をさせていただいております。今日ここか

ら本題の、資料１の３ページの４番に入ります前に、ここまでのところはい

かがでしょうか。これまで確認されていたことが生かされていないんじゃな

いのか、ですとか、違うのではないか、という点がございましたら。 

 

甲斐委員      はい、すみません。 

今言われた、附帯意見の１番のところ、「特に小学校１年生はより少人数

が望ましいと考えるため」のところですけれども、もともと私や他の委員が

言っていたのは、低学年を特にという話で、その中でもさらに小学校１年生

は特にという話でしたので、「特に小学校１年生は」の前にですね、「低学

年」という言葉を入れていただきたいなと思い、御意見を申し上げます。前

回の第６回の検討委員会の議事要旨の方にも、低学年という言葉を入れてい

ますので、そこはちょっと配慮いただきたいなというふうに思います。以上

です。 

 

赤松会長      はい。ありがとうございました。 
低学年という文言を入れること自体には、その後ろの市の財政的な負担等、

状況に鑑みて、その辺り適切な対応を検討していただきたいということに繋

がりますので、これを特に小学校１年生に限定せず、低学年でもいいのかな

と思いますが、よろしいでしょうか。修正については。 

 
𠮷村委員     低学年というのは１年生、２年生ですか。 

 

赤松会長     はい。 

 

西山委員     考え方によっては、３年生までで。 

 

赤松会長     はい、一般的には３、４年生は中学年。５、６年生は高学年になります。

でも社会的に問題がある小１プロブレムということもあったりするので、特

に小学校１年生については、きめ細かな対応を求めるという社会的な御意見

も少なくないのは事実かなと思います。発達段階とか発達のスピードに個人

差もありますので、その辺りを踏まえますと、小学校１年生に限定するとい

うよりも、低学年とすることは特に問題はないのかなと思いますが、いかが

でございましょうか。 
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（※委員より、「異議なし」の声あり。） 

 
赤松会長     そうしましたら、甲斐委員、どこに「低学年」という文言を入れた方がい

いとおっしゃいましたか。 

 
甲斐委員     「特に小学校１年生は」を「低学年は」に変えてしまうか、もしくは「特

に小学校１年生は」の前に入れて、「低学年、特に小学校１年生は」という

言い方にするか。どちらかでお願いいたします。 

 
赤松会長     そういたしましたら、今修正案も御提示いただきましたが、附帯意見の１

番、２行目「１学級当たり３５人までを基準とするが、」に続きまして、

「低学年、特に小学校１年生は」というように修正を加えると。よろしいで

しょうか。 

 
𠮷村委員      会長、いいですか。 

 
赤松会長      はい。 

 

𠮷村委員      附帯意見という本文がありますが、その本文が少し分かりにくいです。補

足をするために、附帯事項というものをつけていると。特に基本的な位置付

けのところにポンと書いていますけれども、何が言いたいのかというと、本

文よりも附帯事項が先行しているようにしか受け取れないと思うんですね。

それは本文の位置付けについて、基準を機械的に当てはめるものではなくて、

意見を十分に考慮し、地域住民等の意向を踏まえてという部分がこの下の４

にもあります。これを子どもの位置付けについてのところに入れ込むこと自

体は必要なんですか。僕はあまり、基準についてのところの中で附帯事項あ

りきでやるのであれば、もちろんだめではないですよ、これはこれで附帯事

項として、こういう部分を進めるために考慮してやっていきましょうね、と

いうのは分かるんですが、あえて本文にそういうところを記載するのは、少

し文章としてはどうなのかなと思うんですけれども。これは意見です。 

 
赤松会長      ありがとうございました。 

今、𠮷村委員からお出しいただいたような意見も、頷ける意見としてあろ

うかと存じます。他方で、国のガイドラインがこういう立て付けになってい

るからそれに従いましょうというわけではありませんが、まず一番最初に示

させていただいていますのが、基準の作成の趣旨と位置付けということです。

我々がここで時間をかけて、基準を作成したけれども、その基準を機械的に

当てはめるのではなく、ここは大切にしていただきたいという趣旨を込めて、

ということであろうと思いますので、附帯意見の方が「主」で我々が時間を

かけてお認めいただいた基準の方が下になる「従」という、主従の関係が逆

になるというようには、私は捉えないんですけれども、他の委員の皆様方は

いかがでしょうか、その辺りは。 

はい。甲斐委員。 

 
甲斐委員      その１番の位置付けというところは、前々から決めたことなんで特に変え

る必要はないのかなというのと、附帯意見という文言ではおっしゃるとおり、

附帯でついてくるという主従の「従」の方の関係にある。一般的には分かる

のかなと思うんで、やはりその書き方でいいのかなと個人的には思います。 

 
赤松会長      はい、ありがとうございます。 
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他に御意見、ございませんでしょうか。 

 

甲斐委員      いいですか。 

 

赤松会長      はい。 

 
甲斐委員      すみません。 

続いてなんですけれども、附帯意見の１番のところの３行目に「市の財政

的な負担や空き教室の状況」という言葉があると思うんですけれども。市の

財政的な負担を踏まえた上で、という言い方は、この検討委員会の答申とし

てどうなのかなというのはあります。ここの「市の財政的な負担」という言

葉は特にいらないんじゃないかなと思うのと、もう１つは、この空き教室の

状況を、以前この検討委員会で質問させていただいたと思うんですけれども。

不登校児のための校内別室を確保するという話で、中学校４校はすべてあり

ます、小学校は１校だけは確認しています、他は確認しますということで、

事務局から御連絡をいただいたんですけれども、その状況というのは、今お

忙しいかと思うんですけれども、事務局の方で、何か小学校の空き教室とい

いますか、校内別室、不登校利用の教室というのは、設置状況はどのように

なっているのかを確認させていただきたいんですけれども、いかがでしょう

か。 

 
赤松会長      記載されている文言との関係かなと思いますので、今その状況が事務局の

方でお分かりのようでしたら。もしすぐに出てこないようでしたら、また少

し時間を置き、可能であれば御報告ください。 

 
赤松会長      そうしましたら、「財政的な負担」という表現が少し気になるということ

でした。市の財政状況や空き教室の状況、というふうにしますと、まだ比較

的軽くなるかなと思いますので、今、甲斐委員からお出しいただいたもう１

つの意見については、それで一定解消可能かなとも思います。 

ただ、𠮷村委員はいかがでしょうか。このような立て付けでいかせていた

だくということで、御了解の方は。 

 

𠮷村委員     根幹を揺るがすようなことではないので、別に問題ないかなと思うんです。

僕は答申の中の、市の財政を考慮するという文言が、少し合わないことだな

と思います。３０人学級にしようと決めたはいいですが、市の財政状況が分

からないのでそんなことできませんよ、という話ではいけないので、財政状

況も考慮して、という市の言い訳に付き合わないといけないのが、望ましい

学校づくりというものの形ではないのかなと。それはお金の問題じゃないで

しょうというところで、あえて財政状況を踏まえてという文言は必要な部分

なのかどうかとは思うんです。 

 
赤松会長      はい。ありがとうございました。 

そうしますと、今の御意見を踏まえようと思うと、お金がないからしない

というのではなく、本委員会としては、実現可能かどうかという問題も少し

残りますが、もともとの表現の「市の財政的な負担」というものを少し和ら

げ、「財政状況」でいかがでしょうかということで申し上げさせていただき

ましたが、これをさらに積極的に、今、𠮷村委員がおっしゃった趣旨を反映

し、そもそも「市の財政的な負担」をカットしてしまう、なしでいいと思い

ます、ということでよろしいですか。 
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西山委員      なしでいいと思います。 

 
赤松会長      なしでよろしいでしょうか。そうしますと、「市の財政的な負担」という

文言は削除した上で、特に低学年では少人数の学級を御検討いただきたいと。

ただし、その時の空き教室の状況や教員の確保状況等を踏まえた上で御検討

いただきたいという文言で、整理のし直しをさせていただきたいと存じます。

ありがとうございました。 

 

赤松会長      そういたしましたら、本日、もう１つの議題に至る前のところ、お二人は

ここまでよろしいでしょうか。 

 

甲斐委員、𠮷村委員 （※異議なし。） 

 
赤松会長     では、本日いよいよここからスタートさせていただきます中身ですが、

「単学級となる学年が過半となり」とするか、「全学年が単学級となり」と

するか。こちらになります。 

          はい、西山委員。 

 

西山委員      すみません。 

志都美小学校はもう、過半なんです。 

 

赤松会長     今現在ですか。現状の御報告を少し、お願いいたします。 

 

教育部次長     現在ですけれども、志都美小学校の１学級（※単学級）の学年が３学年。
２学級の学年が３学年ということになっています。 

 

赤松会長     私もざっと表を見ましたけれども、案１、２にかかる学校は、現状におい

ては香芝市にはないと。 

 

西山委員     でも、もうなんです。志都美小学校は、小規模校で先生が１人入っていた

だいて、人数的に（※クラスを）分けられるからやっていますけれども、基

本的には過半になりますし、来年度は単学級が過半になるので、近々の話に

なってくるなと思っています。 

 

赤松会長     松本委員、お願いします。 

 

松本委員      前回の会議のときに私が少し言わせていただいたのが、前回の学級数の予

測という資料に入っていまして、それを見ると、「過半」ということは８ク

ラスになった時点で今後どうするかを検討していきましょうというふうな文

言でした。それに沿うと、令和１０年にはもう８クラスの予想になっている

ので、小規模校としては、もうすぐにでも統廃合について、今後の方向につ

いて考える、検討になってしまいます。そうではなく、もう少し幅を持たせ

て欲しいので、１学年１クラスになり、その後もそれが続くと見込まれたと

きに検討する、というふうにしていただきたいです、という意見を述べさせ

てもらいました。 

 

赤松会長     ただいま、松本委員からも補足の御説明をいただきましたけれども、案の

２が出てきた背景としては、特定の学校の状況を捉えて案の２ということで

は必ずしもなく、また一般的に考えて性急に統廃合の検討に入るということ

でもなく、これ以上時間を置くと駄目だなというところのラインではどうか
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なと。私の受け止めとしては、恐らくそういう趣旨としての御発言だったか

なというふうに思います。他方で、案の１を支援する考えとしては、そこま

で待ってしまうと、そこから検討を始めて、実際に子どもたちが、我々が思

い描いた望ましい教育環境に戻れるのか、またそこから先、随分な時間を要

することになるので、そのリスクを考えると案の１の方がいいんじゃなかろ

うかという、そういう意見に分かれており、どうしましょうかという議論に

なっていたと。その辺りを踏まえて、また御意見を頂戴できればと思います。 

 

𠮷村委員     よろしいですか。 

 

赤松会長     はい、お願いします。 

 

𠮷村委員      この問題、おっしゃることもよく分かります。非常に複雑なことが絡み合

っているんですよね。要は、廃校ありきではないですよ、統合するのが目的

で、統合することによるメリットが大きいですよというところの案を提出す

る。というのは、統合していないという割には、やはりどこか１つは消えて

いる部分が出るでしょうということなんですよね。案１でいきますと、おっ

しゃるように、これは８クラスになればもうそろそろだ、もう考えないとい

けないなという話に入っていくことだと思います。ところが、案２は、やは

り１２学級から１８学級までが望ましいという話が去年ぐらいに文科省の方

から出ていますよね。１２学級というのは、例えば今の案でいくと旭ケ丘小

学校ぐらいになるだろうと。ほとんどなくなるだろうと。果たして１２学級

のクラスが取れるかどうかという問題。さらに統合できるかどうかという問

題ですよね。これも時間がかかることなんです。だから、我々が望ましい学

校を作るのはいいですけれども、実際に開始して、やろうというところは、

やはり統合されるもの、統合するもの、両方ともの条件がうまく煮詰まらな

いと、１つの目的は達成できないことだと思うんです。おっしゃるように、

数字だけで言えば、令和１０年、そろそろスタートを切らないといけないな

ということなんですけれども、その時に周りを見渡して、どこを統合するん

だということになってきますよね。はっきり言って、統合するのは今の条件

下で言うと無理です。だから、もう少し統合できるような条件にふさわしい、

学校を減らすのか、新しく造るのか、いろいろなパターンを考え、ここのこ

ういう問題を議論する時には校区の問題にメスを入れないと、すべての統合

問題であったり、素晴らしい学校環境はできないと思うんです。だからそこ

までこの委員会で揉むには、余りにも時間がかかる方法だと思うんです。今、

会長がおっしゃったように、望ましい学校の子どもの環境はどうなんだ、基

本的にはこういう形の、子どもたちは２クラスでクラス替えができて、文科

省が言う「生きる力」、集団的な生活の中で生きる力を引き出せるような環

境づくり、そして先生方が切磋琢磨できるような環境づくり。小学校では１

年から６年まで１クラスしかありませんということでは、子どもにとっての

いい環境ができないのは、はっきり言って事実です。いろいろな問題の中で、

我々としては、諮問されたことには答申を出しますが、ある程度のところで

留めておいて出した方がいいと思うんです。だから今、問題に挙がっている

のは、過半の学年がどうなんだというところがあるんですけれども、これが

令和１０年度になったら条件が満たされるということになっています。その

背景を考えてみると、まだまだ先の話になってきますが、私が思うこととし

て、案２の「全学年が単学級となり、人口予測等から数年にわたって同じ状

況が続くことが明らか」になった場合となってしまうと、また両方とも先送

りになってしまうような感じがするんです。 

 

西山委員     今、１年、２年、３年、４年が単学級だったら、もうそのまま続きますよ
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ね。 

 

𠮷村委員     そうですね。 
 

西山委員     結局続くから、何か変わる術がないから。 

 

𠮷村委員     ただ、市長のおっしゃったように、人を増やしていくんだというところで、

今空いているところがありますよね。あそこが宅地になった場合にはどうな

るのか。人が増えると思われます。僕の案としては、ここにはないですが、

人口予測等から全学年が単学級となることが、数年にわたって続くことが明

らかなこと。という、玉虫色のような話になって、折衷案というのもおかし

いんですが、単学級になるということではなしに、人口予測等からというこ

とで。 

 

西山委員     単学級というのが、確かに。 

 

𠮷村委員     予測から、全学年が単学級となるということが、数年にわたって続くこと

が明らかなこと、という表現にすれば、案１と案２の中間の話に納まるので

はないかなと私は思うんです。あまり決めつけて、各学年１クラスだったら

いけないとか、そこまで触ったらいけないということではなく、人口減少が

明らかに見込まれるという条件の下に、単学級が数年にわたり継続される可

能性がある場合には、検討を開始するという表現をされたら、僕はあまり妥

協するのは嫌いですけれども、案をまとめようと思えば、ある程度の膨らみ

を持たせないことには、前に進まないだろうと思うんです。一応案としては、

その辺りの御意見をお聞かせ願えればありがたいなと思うんですけれども。

案です。 

 

赤松会長      はい、貴重な御意見をどうもありがとうございました。 

今、𠮷村委員からお出しいただいた御意見については、複数の点、いろい

ろな中身でございまして、まず修正案を、こういうのはどうだろうかという

ところまで具体にお出しいただきました。我々としては基準を作りましたが、

その基準で検討を開始していきなり統廃合ということではない、ということ

で、附帯意見の方の２番に関わる御意見も頂戴しました。 

基準案の望ましい教育環境を確保するために、検討を開始する際には、い

きなりこの基準の要件を満たしてしまったから検討に入りますということで

はなくて、学校の再編の検討に先んじて、学区の再編や部分的な校区の選択

制等について検討を進められたいという、それも本委員会でいただいていた

御意見ですので、これも踏まえてくださいねというようなことを附帯意見

（案）の２番で明示させていただいています。今、𠮷村委員から貴重な御意

見を頂戴したわけですけれども、案の１と２、どちらにするかというような

ことでは、まだ状況の変化等も鑑みて収束がつかない可能性があるというこ

とで、お出しいただいた修正案として、案１、２をミックスするというもの。

これはいいアイデアかなというふうに思いますが、𠮷村委員は何とおっしゃ

いましたか。人口予測等から。 

 

𠮷村委員      人口予測等から、全学年が単学級となることが数年にわたって続くことが

明らかになったこと、その時に考え始めましょうかというふうなことですよ

ね。 

 
赤松会長      はい、ありがとうございました。 

今、修正案として案の１と２の融合点というか、緩やかな含みを持たせた
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検討を開始する条件をお出しいただきました。もう１回、念のために確認さ

せていただきます。人口予測等から、全学年が単学級となることが数年にわ

たって続くことが明らかなこと。要件を満たしたと市が判断される場合は、

基準に当てはめて、その学校の再編について具体的な検討に入る必要がある

だろう、というふうに本委員会の意見として整理させていただきます。従い

まして、中学校についても案１、案２、この２案を対立的に捉えるのではな

くて、それらをうまく融合した今の文言をそのまま適用してはいかがかなと

思いますが、この修正案についていかがでございましょうか。 

 

各委員       異議なし。 

 

赤松会長      ありがとうございました。 
異議なしの声を多数いただきましたので、今、修正案としても出していた

だいた表現。再度確認しなくても、事務局の方は大丈夫でしょうか。 

 

教育部長      修正案の方ですね。 

 

赤松会長      修正案を、念のためもう一度復唱しますが、人口予測等から、全学年が単

学級となることが数年にわたって続くことが。「こと」が続きますね。人口

予測等から、全学年が単学級となる「状況」にしたら変わりますかね。「こ

と、こと、こと」と３つ続くというのは、ちょっと文章としてあれかなと思

いますので、そこを適切に。 

 

𠮷村委員      これはもう本当、はっきり言って先生（※会長）の得意な分野になります

よ。会長一任で、私はお任せします。内容が変わらなければ。 

 

赤松会長     そういたしましたら、これで香芝市の学校の適正規模・適正配置の基準に

ついてということで、あとは附帯意見ですが、もう既に１番２番は関連的に

御意見が出ましたので、適宜修正等を加えさせていただいてお認めいただい

ています。資料２の附帯意見（案）の３番からちょっと確認をさせていただ

きたいと思います。 
「３ 学校施設、設備については、児童生徒や教職員が生活の多くの時間

を過ごすことや、地域の防災等の拠点としての役割も担うものであることか

ら、市のすべての地域で偏りなく整備していくことが望ましい。財政面も踏

まえて、学校施設、設備の整備と併せて、地域資源として有効に活用する方

法を検討されたい」。 
文科省のガイドラインでいくと、統廃合で廃校になった跡地がもう草ぼう

ぼうで有効活用されていないという状況はぜひ避けるべきで、それを地域の

生涯学習の拠点にするとか、公の施設として指定管理制度を導入するとか、

もっと市として収益性確保を積極的に図っていくということで、ＰＦＩ法の

コンセッションという方法を活用していくとかということを踏まえて、なお

かつ地域にとっては防災拠点でもありますので、統廃合せざるを得なくなっ

た、もう廃校になったんだからそこは機能をもう閉じます、ということにな

らないように配慮していただき、検討されたい。これもこれまで出されてい

た意見だと思いますので、３番目に記載させていただいております。ただ、

これまでの流れを踏まえますと、この文章中にも「財政面も踏まえて」とい

う文言、表現が出てくるんですけれども、ここはどういたしましょうか。 

 

甲斐委員      ここも、もしかしたら削除がいいか、もしくは、プラスの方向に捉えるん

だったら、「財政的な予算の確保を踏まえて」等、整備のために必要なので

取ってくださいねという言い方なんですが。財政が厳しいから何とか上手く
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してとかというニュアンスではなくてですね、答申としてはそういうプラス

の意味で書くか、もしくは削除かなと。 

 

𠮷村委員      もう削除の方がいいんじゃないですか。 
 

赤松会長      そうしますと、「財政面も踏まえて」という文言は削除とさせていただき

たいと思います。奈良県内の他市の委員会のまとめを見てみますと、この

「財政面も踏まえて」とか、その辺りを表現されている例が少なくないんで

すが、その特徴があってもいいかなと思いますので。 

 

西山委員      子どもの教育に、財政を持ってこないで欲しいです。 

 

赤松会長      ３番はそういう形で、次に４番。「香芝市の望ましい教育環境を実現して
いくためには、家庭と地域と学校の協働によって、地域全体で子どもたちを

育てる環境づくりを進めることが重要であり、一方通行ではなく『ともにあ

る』関係であることを念頭に進められたい」。これは、冒頭に𠮷村委員から

も縷々、市政のスタンスについて貴重な御意見を頂戴した中身、その一番根

幹になる部分の再確認ということにもなろうかなと。西山委員からも御意見

を頂戴しましたが、市民の方が努力して、意識して情報を引き寄せるという

だけではなくて、容易に情報に触れるような機会、それが市民とともにある

というような表現にも繋がるかなと思います。これまで各委員から出された

意見を４番目として付け加えさせていただいております。 

附帯意見として、これまでの委員会で出されていたにもかかわらず、掲載

すべき重要な中身が抜け落ちているのではないかというようなことがござい

ましたら。 

はい、甲斐委員、お願いします。 

 

甲斐委員      これまで出たかどうか分からないですけれども、そもそも、ある一定条件

を満たしたときに、誰がどう検討するのかということをある程度明記した方

がいいのかなと思っておりまして。要は、例えばある学校が、いわゆる先ほ

ど𠮷村委員が言われた、全学年単学級だということが見込まれることが分か

りました、という時に、また教育委員会の方でいろいろ考えていただいて、

一方的にお出しいただくのではなくて、また検討委員会を作るのかなと思っ

てはおるんですけれども、こういう委員会なのか、もしくはその対象校区に

おける委員会なのか。対象校区プラス統合する側の校区も含めたところなの

か、そこが何か書かれていないと、条件を満たしたときにどう進むかという

ことを、ある程度決めた方がいいのかなと思いまして、意見を申し上げます。 

 

赤松会長      今、甲斐委員からお出しいただいた御意見は、実は本日の案件１、２に加

えて、委員の皆様方にお諮りをさせていただかなくてはいけない、重要な事

項に関係してくると思いますので、申し訳ありませんが、今、甲斐委員より

お出しいただいた点をそこで取り扱わせていただきたいと思いますが、そう

いう取り運びで御了解いただけますか。 

 

甲斐委員      はい、大丈夫です。 

 

赤松会長     それでもなおかつ、行政手続きと言いますか、児童生徒数を、客観的にそ
の事実をまず把握できるというのは教育委員会かなと思いますので、教育委

員会がそういう事態を把握し、この要件に当たると判断された場合に、そこ

から先どうするかということになると、施設整備等にも関わってきますので、

設置者たる市の中でそういう動きになるのか。甲斐委員よりお出しいただい
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たように、新しい委員会の中で、その是非について検討するのかというよう

な問題が出てこようかなと思います。それをこの中に、どのように書き込む

かということに関連してくると思います。 

 

𠮷村委員      よろしいですか。 

 

赤松会長     はい、お願いします。 

 
𠮷村委員      これが出来上がりました、となったら、まず誰に見てもらうんですか。教

育長が確認して、市長が確認して。場合によっては議会にもかけられること

もあると。私は心強く思っているのは、検討委員会で出された諮問に対して

は、私は全く異議はありませんと市長はおっしゃいました。これは、間違っ

てはいません、ただやり方の問題ですねということはちらっと言われました

けど。この答申する内容は、市長に見せて、必ず無視はできないことだと思

います。もう１点は、教育委員会も、各学校区に運営協議会ができましたよ

ね。学校を経営する組織としてできました。それを十分に活用しなければ意

味がないと。これは文章に書く必要はなくて、当然その切り口から入ってい

くだろうと私は信じています。全く違う機関が作られて、全く違うところか

らこれを検討する、会議体を立ち上げるというのは、まずあり得ない。そう

ですよね。個人的な意見で結構ですから、私の言っていることは、運営協議

会が主体となって、この検討会議を検討していくだろうと私は思いますけれ

ども。いかがでしょうか。 

 

赤松会長     今、事務局としては答えにくい問題かなと思いますので、𠮷村委員からお
出しいただいているのは、確かに香芝市においては教育委員会が、地教行法

上、学校運営委員会の設置に努める、となっていますので、そのことを受け

て市内の各小中学校に学校運営協議会を設置されて、学校の活性化に向けた

動きをしておられる。ただ、あくまでも教育委員会の努力義務ということに

なっているので、まだ全国的に見ると２割か３割ぐらいの自治体は学校運営

協議会がないというようなところもあったりしますので、香芝市においては

今、𠮷村委員がおっしゃるとおりかなと思います。それを各学校の学校運営

協議会が議論するのが適切かどうかということについては、今𠮷村委員から

出されたことも大切な中身で、先ほど甲斐委員からお出しいただいた意見と

絡みますので、案件３として委員の皆様方にお諮りしたい御意見の中で取り

扱わせていただくということで、まず一旦、納めていただくことは可能でし

ょうか。 

 

𠮷村委員      はい。私がなぜそれを言ったかというと、先ほど志都美小学校区の会長も

全然聞いていないとのことで、委員さんも聞いていませんでした。そういう

ことがないように進めないと。私はそういう趣旨で紹介しただけで、やって

はいけないこと、当初この会も、始まったときには廃校ありきでスタートし

た、何を勝手に決めているんだと。子どものことを考えてやっているのか。

地域のことを考えているのか。全く考えずに素案を作って我々に出された。

そういうことのないように、我々も２回ぐらいはその話を、ゼロベースに戻

すという議論をしましたよね。これを契機に、先ほどの運営協議会が主体に

なるのかどうかというのは、ここでは結論は出ないと思いますけれども、先

に情報を地域なり、子どもたち云々が分かるような、保護者が分かるような

伝達方法を駆使して物事も進めてくださいよということ。それは御理解でき

ますよね。会長、私はどの組織に一番に話を持っていけということではなく、

そこに重点をおいて、話をさせていただきたいということです。だから今日

はもう教訓ですよ。まさか会長が知らなかったというのは、どうするの、ど
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うしたいのというのが僕の本音ですね。我々は知らなくてもいい。本元の委

員会が知らない、そんなばかなことないでしょうという、それだけのことで

す。以上です。 

 

赤松会長      はい、ありがとうございました。 

𠮷村委員がお出しいただいた御意見の趣旨というのは、私自身重々理解で

きましたし、事務局の方も御理解いただいたと思いますので、せっかく委員

からも貴重な御意見が出ているものを、どうやって教育委員会の意思決定、

市としての意思決定に反映いただきたいかという、それはまた私の責任でも

あろうかと思いますので、教育委員会とも話をさせていただきたいと存じま

す。 

はい、お願いします。 

 

甲斐委員      補足の話なんですけれども、今まで検討委員会で出てきたスクールバスの

話とか、防犯カメラの話とか、そこも今、一方通行に現実なっているので、

別にここでどうとかではないんですけれども、そういうことを追々ですね、

その地域の方々や保護者に。私、香芝中学校の生徒の保護者ですが、情報が

ないんですよね。そういった保護者の不安とか地域の不安というのは少し知

っていただきたいので、その辺りの御説明をお願いしますというところを、

改めてこの場をお借りしてお願い申し上げます。 

 

赤松会長      はい、どうもありがとうございました。 

先ほどの𠮷村委員からいただいた御意見と、今、甲斐委員からお出しいた

だいた御意見、附帯意見の４番、これは本委員会としては学校の適正規模・

適正配置に関わる事案を議論する中で、この４番を書かせていただいている

という中身になるんですが、この委員会の２年間の中でも、市民もとりわけ

その当該学校の区域の会長さんでさえ知らないとか、運営協議会での情報が

ないとかという状況が幾つか散見されましたので、この学校の適正規模・適

正配置の基準に関わっていることだけではなくて、市政の教育行政の在り方

として、ともにある関係というか、これを重々御理解いただきたいという、

どうやって最終意思決定者のところまで、委員の皆様方の御意見を伝えてい

くかというようなことを、私も責任を担うものとして、その辺りどうすれば

いいかというのは、少し思案をさせていただきたいと存じます。 

そういたしましたら、今日の案件１、「香芝市の学校の適正規模・適正配

置の基準について」。こちらは（※異存の）御意見がなかったと思います。

これまで確認されたとおり、本委員会としてお認めいただいたものとして、

文章で整理をさせていただきます。それから案件２、「香芝市の学校の適正

規模・適正配置の基準に関する附帯意見について」、これも、過去の本委員

会で委員の皆様方からお出しいただいた御意見を、事務局の方から引き上げ

ていただき、かつ、国のガイドライン等も参酌しながら、この４点に。あま

り数が多くて膨らみ過ぎると、途中、𠮷村委員もおっしゃっておられたよう

に、どっちが主でどっちが従なんだということ、さらに基準自体がよく分か

りにくいものになるというような御意見もあったかなということを踏まえま

すと、附帯意見としては、主要なこの１番から４番までを明記させていただ

くということで、案件１、２について、御了解いただけますでしょうか。 

 

各委員       異議なし。 

 

赤松会長      ありがとうございます。 

そういたしますと、申し訳ありません。事務局の方で用意していただいた

案件にはないんですが、これはやはり本委員会として最終答申書を教育長に
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提出させていただかなくてはいけない。答申書を提出しようとしたときに、

教育長から諮問されたものを改めて見直してみますと、２点あるんです。第

１回に配られた諮問書なんですが、全校が適正規模となるような学校再編の

基準作成、これについては本日、その本体と附帯意見も含めて御了解いただ

きました。「及び」として続いて、各施設の整備時期、要否、こちらも本委

員会に問われているかのような文案になっています。これは、先ほど甲斐委

員、また𠮷村委員からも関連的にお出しいただいた事柄かなと思いますが、

例えばこの施設の整備時期、要否が統廃合の可否とか要否ということを含む

ことであるならば、本委員会はまず基準を定めるということであって、その

基準に照らして、すぐさま、はい、これに当てはまりますから、というよう

なことにはならない、現段階ではそれに当たらないであろうことから、この

段階で本委員会として統廃合の要否をまとめていくということはできかねる、

という。さらに、すみません、順番としてはまず、先ほど𠮷村委員からもご

ざいましたが、施設の整備時期ということにつきましては、諮問書には、

「香芝市の学校施設の再編等に関する基本方針」を作成しました、これを基

にとありますが、第１回の本委員会で配られた香芝市の学校施設の再編等に

関する基本方針、この中身がもう統廃合ありきという形になっていましたの

で、本委員会としてはこれはこちらに置きます、ゼロベースで検討させてい

ただきますということでした。ですので、それを改めて、この答申書に書き

込むかどうかを、まず前提として。 

 

𠮷村委員      必要ないと思います。 

 

赤松会長      はい、本委員会としては、それはもう必要ないということで。 

 

𠮷村委員      あるいは、教育委員会が考えてやるべきこと、この中で揉むようなことで

はないと思います。 

 

赤松会長      はい、ありがとうございます。 

さらに、第１回に配られた資料として、令和２年３月の「香芝市学校施設

等長寿命化計画」というものが香芝市では策定されていまして、これはおそ

らく施設の担当課もかなり精力的に調査をされておられる中身で、統廃合は

関係なく、例えば老朽化の程度であるとか、学校の改修等ということをＡラ

ンクからＤランクまで基準を定めて、順次、学校の整備をしていかなくては

いけないという貴重な計画ですので、各学校の施設の整備時期というのは、

せっかくこういう貴重な資料を香芝市は整えておられますので、策定された

時期が令和２年で、もう３、４年経過していますので、今の段階に合わせて

これを修正する必要はないかどうかということを御検討いただいて、我々、

本委員会としては、統廃合の要否ということではなくて、「各学校が望まし

い教育環境になるための施設、設備等の整備の条件を、今の状況に合う形で、

適宜修正を加えていただいて、適切に整備していただきたい」、というぐら

いのことしか答申できないのではないかな、というふうに私は思っています。 

はい、お願いします。 

 

𠮷村委員      我々はずっと、子どもたちにとっての望ましい学校環境づくりの中身につ

いて、議論してきたわけです。今おっしゃったのは、ハード面、箱物の話で

すよね。これはやはり市長及び市議会議員が判断する基準であって、我々が

判断する基準には値しないと思います。だから、志都美小学校を建て替えし

ますよということ、これは反対じゃないですが、やり方が大事であって、し

っかり地元の方々と協議してくださいねと、そういうことだと思うんですよ。

だからそれも、我々が検討する材料とは全く関係ない資料だと僕は思うんで
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す。 

 

赤松会長      ありがとうございました。 
私が少し心配しておりまして、委員の皆様方にお諮りさせていただきたい

のは、我々が諮問された中身として、「基準作成及び各施設の整備時期、要

否等」、それを検討していく、具体化していく必要があると。それに関わる

調査、審議について諮問をさせていただくという、そういう文章になってい

まして、本委員会として諮問された中身のうち、適正規模・適正配置の基準

については答申させていただいて、その部分については一切触れない答申に

なってもよろしいでしょうか、ということのお尋ねなんですが。 

 

𠮷村委員      白紙に戻すという話が、どのタイミングで出たのか私も忘れましたけれど

も、それは白紙に戻す部分に入っていると思いますよ。 

 

赤松会長      これもですか。 

 

𠮷村委員      そうです。 

 

赤松会長      ただ、よくよく読んでみますと、統廃合を前提とするような文言は一切出

てこない。ただ、あれっと思いましたのは、もうこの計画の中に、適正規

模・適正配置という表現が出てくるんですが、香芝市における適正規模・適

正配置に係る基準はあるのかというと、分からないです。もしかすると、国

がガイドラインで掲げられたものを代用しておられるということなんだろう

なというふうに思いますが、今回我々は、国が一般的に定めたものではなく

て、香芝市における基準、規模と配置についての基準を明示させていただく。

これは私個人の意見ですが、これもゼロベースでなかったことにすることは

余りにももったいない資料だなと思います。 

 

𠮷村委員      参考資料には必要な部分かもしれません。だけどこの会では影響力を持た

ない資料という形で僕はいいと思っています。 

 

甲斐委員      多分、その長寿命化計画は、５年に一度ぐらい見直すというようなめどな

ので、ちょうど今、５年経っているところで、また来年にはもう何かしら出

てくるかなと思いますので、前回のこの検討委員会の会議で、現状の各学校

の改修工事の状況を、補足資料として出していただきました。現状はトイレ

の改修工事の要望が多く、そちらを優先していますという資料はいただいて。

２０２５年までにどういうことをやったか、というのはいただいたと思うん

ですけれども。我々市民、検討委員会もそうですけれども、２０２６年度以

降、来年度以降の計画を今どのように考えているかとか、そういったものを

やっぱり共有いただきたいなということで、諮問に対する答申としては、そ

ういったことを何か意見するのではなくて、まずは少なくとも情報共有をい

ただきたいという、そのような言い方にできないかなと。全く無視をするわ

けではなくて、市民とか検討委員としてそういう情報を共有いただきたいと

いう、何かそういう文言にできないかなと。 

 

𠮷村委員      今、甲斐委員がおっしゃったとおりですね。 
それをする前提は、我々が作ったこの方針である答申書が十分に生かされて、

その沿革を作ってくださいねということだと思うんです。継続が必要ですか

ら、それだけは教育委員会は勘違いしないようにお願いしたいなと。今まで

のように、誰か先生を呼んできて、少し文章を作って、人口がこういうふう

に変わってきますというのは、見たらまともな話ばかり書いてあるけれども、
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本来の子どもたちのことは何も書いていないですよね。学校の現場のことも

何も書いていない。その辺りの作り方をしっかり考慮してくださいというこ

とです。 

 

赤松会長      ありがとうございました。 

そういたしますと、今、両委員からお出しいただいた御意見を、答申書の

形でどのように落とし込むかというところでお諮りをさせていただきたいん

ですが。今現在の構成としては、資料１の適正規模・適正配置の基準につい

て、という表裏の２枚ものと、資料２の香芝市の学校の適正規模・適正配置

の基準に関する附帯意見、で留まっていますが、もう１枚、各学校の施設の

整備、充実についてというぐらいの項目で起こして、香芝市学校施設等長寿

命化計画の改定、練り直しの時期について。そこで、２０２６年度以降がな

いので、それを策定される中で慎重に検討いただきたい、という１、２行の

文章を、１枚ものの資料で付け加えさせていただくということでいかがでし

ょうか。 

 

各委員      異議なし。 

 

赤松会長      ありがとうございました。 
そういたしましたら、今の表現をそのままもう一度、正確に復唱できるか

どうか、その文言がずれることはないと思いますが、今、御確認をさせてい

ただいた文章をもう１枚、付け加えさせていただいて答申書とさせていただ

く、ということで、御了解いただいたものと判断させていただきたいと存じ

ます。ありがとうございました。 

 

𠮷村委員      すみません。 

委員全員の名前を必ず裏の方に記載していただいて、我々はその文書に対

して責任を持たないと。立場として、やはり名前は列記したほうがいいんじ

ゃないかなと思いますけれども、一応案です。文言の方も会長の方で一任し

ていますので記していただいて、全員にお配り願うというのが流れかなと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 
赤松会長      ありがとうございます。 

ここまでお認めいただいたところで、本委員会に課せられた宿題はもう一

定、各委員の皆様方は御了解されたという判断ができるかなと思います。と

ころが、１点やはり気になる点としては、先ほど甲斐委員より関連的にお出

しいただいていましたけれども、我々としてはまず基準を作成します。作成

しました、となった後、その取り扱いについて意見を出させていただきます

ので、市として検討しなくちゃいけないというタイミングになったときに、

どういう手続きで、どういう組織で検討していくのかということにまで、

我々が口を挟んでいいのかなという心配もあるんですが。要望は、出してお

く必要がありますかね。甲斐委員の意見を先ほど切ってしまったものにはな

りますが、いかがでしょうか。 

 

甲斐委員     はい。𠮷村委員からもあったとおり、学校運営協議会なり、自治連合会な

りＰＴＡなり、地域の方や保護者の方が入る形の協議会を新たに作るのか、

既存のものを使うのかは分かりませんけれども、そこで協議、本格的な検討

を行うということを、何かしらの文言として、私の希望としては挙げていた

だいた方が分かりやすいのかなと思います。具体的に既存のものか、もしく

は新たに起こすみたいなものかは融通をきかせる形で、本当に数年後、１０

数年後にもしなったときに、そこで判断しやすいような形がいいのかなと思
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いますので、私の希望としては、答申書かこの附帯意見の方にですね、どこ

かに何か分かる形で、１行とかでもいいと思うので、入れていただきたいな

というふうに思います。以上です。 

 

赤松会長     はい、𠮷村委員。 

 

𠮷村委員     昨日も市長と話したときにね、私の思いとしては人を増やすのだと。学校

のことを考えると、𠮷村さんの意見を聞いて、やはり子どもたちの未来を考

えた場合にはおっしゃるとおりですね、私の思いとしては努力はやりますけ

れども、その答申の内容については大いに賛成ですと。何が言いたいのかと

言ったら、学校の何かを決める場合、教育委員会がやる場合にはその答申書

をちゃんと明記して、見て、やはり説明をしないといけない。ちゃんと、こ

ういう会があって、子どもたちの未来はこうで、こういうような環境がいい

ということが全て出ましたから、という形で。使い道の問題だと思うんです

よね、要は大事なことは。肝心な要のときにどこかに行っています、ではい

けない。だから、今おっしゃったように、今日決めたことは香芝全体のこと

だから、ＰＴＡや運営協議会、各小中学校に全部配るのが筋だと思います。

こういうことを決めましたよ、と。当然、市長にも市議会議員にも配るとい

う、その辺りのことは最小限やっていただかないといけないと思います。文

言のことは、答申がいいのか、諮問がいいのか、会長が良い文言を考えてく

ださい。子どもたちにとっての望ましい学校環境なのでね。 

 

赤松会長     なかなか、文章表現上の問題は、根幹に関わらないというところだったら、

まだいいんですけれども、これについてはやはり、附帯意見でいいのかどう

かというようなこともありますが、附帯意見の２番に望ましい教育環境を確

保するために、その検討を開始するに当たっては、という。検討をどこがす

るのかということについて、その地域に関連する団体等も参加する形の新た

な委員会を組織するなどして、慎重に御検討いただきたいというぐらいの１、

２行を加えると、今の委員の皆様方の御意見に繋がるのかなと思いますが、

そういう形ではどうでしょうか。 

 

西山委員     検討を開始するときの話ですよね。 

 

赤松会長     はい。 

 

西山委員     団体と、教育委員会と、という。 

 

赤松会長     趣旨としては、行政の中だけで検討しました、結果はこうしましたという

ことではなくて、検討も市民の皆様方を含めた、関係しそうなところの方々

も含めた新たな委員会で、タイミングが来たのでやはりこれは統廃合やむな

し等の検討をしてくださいね、と。今の４番の、ともにあるという表現だけ

ではなくて、決定したからもうこうですよ、ということにならないような仕

組みを作ってください、という趣旨かなと思いますので。その趣旨としては

４番と重複する中身も出てきますけれども、２番と３番の間に新しい項目を

起こして、検討に際しては地域の委員を加えた新たな委員会を設置するなど

して、慎重な検討を進められたいという文言にさせていただければと思いま

す。 

 

赤松会長     そうしましたら、附帯意見でいいのかどうかということはございますが、
今の文言をそこに付け加えさせていただきます。行政文書で固い表現になっ

ているのは、すみませんが事務局にはまた御苦労いただいて、最終の答申書
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として、答申書の文書に近い表現で、という趣旨で原案をもう作っていただ

いております。これを本委員会で、基本的にはお認めいただいています。で

すので、また事務局と私の方で確認をさせていただきながら、いくつか修正

箇所がございますので、最終、答申として修正されたものについて、新たに

次回、委員会を開催するということではなくて、「これをもって最終の答申

書とさせていただきたい」ということで各委員の皆様方に御確認いただいて、

万が一、さらに修正した方がいいのではなかろうかという御意見がありまし

たら、私と事務局の方で判断させていただいて、全体にお認めいただいたも

のに影響を与えるものではない、文章表現上、改めたほうがいいかなと思え

る中身については、そう改めさせていただくということもあろうかと思いま

すが、根幹に関わるところはもう修正はないだろうと思いますので、本日を

もって、本委員会の役割を終えることができるのではないかなと思っており

ます。今後の取り運びとして、そのようにさせていただいていいかどうか。

すなわち、文章に若干、表現上の修正が出ていますので、それを修正したも

のを、これをもって最終答申書とさせていただきたい、ということの御連絡

については、どうでしょうか。 

 

𠮷村委員     やはりそうしますと、今日を持って終わりというのではなく、１２月をも

って終わりとするという表現をしてもらって、誰ももう異論は出ないと思う

んですけれども、先生からいただいてしっかり目を通して、本当に文章を自

分のものにして、そこまでが終わりかなと思うんで。１２月末ぐらいを考え

たらどうかなと思いますね。 

 

赤松会長     公式的には、やはり我々は委員会の委員の任期というのはあろうかと思い

ますので、その任期前に我々の責任は終わりですというような言い方はでき

ないと思いますので、今𠮷村委員がおっしゃったようなこともあろうかと思

いますけれども、公式の、対面で集合しての議論というのはもう一定、収束

したかなという判断をさせていただきました。 

 

甲斐委員     すみません、重なったら申し訳ないのですけれども、この答申が最終的に

どのような形で、教育委員会の方々とか市長部局に共有されるのか、市長に

共有されるのか。その辺りをもう一度、御説明いただけたらと思います。 

 

赤松会長     今、御質問いただいた行政手続き、流れについての概要を御紹介いただけ

るとありがたいんですが。事務局から。 

 

𠮷村委員     内容は、もう素晴らしいと思います、僕は。誰も茶々を入れることはない

と思うのですけれども、子どもたちの未来のために、こうした方がいいんじ

ゃないかという話を考えて作った文面、もろもろ、その中でまた丁寧に附帯

決議もつけて、もう一度これに関してはこういうふうに配慮しましょうね、

と作ってあると思うんです。だから、今まで教育委員会も、こういう部分で

文書を作られたことはないですよね。違いますか。こういう会議体を作って、

香芝の将来というものを検討しましょうというのは、どうですか。何が言い

たいのかというと、できるだけ機会のある度に使っていただいて。まずは全

員に配布するということですよね。 

 

赤松会長     すみません。私の事務局に対する問いかけが抽象的過ぎて、事務局も回答

にお困りのことかと思いますので、今から言う流れ、手続きが違うようでし

たら直していただければと思います。我々は教育長から諮問を受けましたの

で、教育長に答申させていただきます。教育長に答申させていただいた中身

は、市長も同席をされるところの教育委員会会議で報告の中身になるのか、
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議会で報告という取り扱いになるのか、その辺り、取り運びがどのような形

になるのかを教えていただければと思います。 

         はい、お願いいたします。 

 

教育部長     はい、失礼します。諮問書としては、香芝市望ましい学校環境検討委員会

へ、教育委員会からの諮問でございますので、まず本委員会の委員長より、

教育長の方へ答申書という形でお返しいただくことになります。その後につ

きましては、教育長の方から教育委員会会議で報告になるのか、議案になる

のかは確認の上進めますけれども、そういった運びになり、最終、教育委員

会から市長へ、検討委員会でこのような答申をいただきました、という報告

になろうかと思います。以上です。 

 

赤松会長     ありがとうございました。 

本委員会でまとめさせていただいた答申の取り運び、一般的にはこういう

手続きになるだろうという御説明でした。恐らく、委員の皆様方の御心配の

点、御懸念点というのは、もう本当に毎回１２時過ぎ、半ぐらいまで、委員

の皆様方には貴重な時間をいただいて、本当に申し訳なかったんですけれど

も、時間をかけてまとめ上げたものが、市にどのように届くのか、と。我々

がまとめたものを、市がしっかり受け止めてくれるのかどうかということを、

恐らく心配なさっておられるのかと思いますので、市長のところにも「本委

員会としてはこう考えました、これを市政に反映していただく際には、特に

このようなことも大切にして欲しいと考えている」というような声が、しっ

かり届くような手続きをよろしくお願いいたします。 

はい、どうぞ。 

 

甲斐委員     第１回か第２回かで、総合教育会議の方に諮るという話もあったかと思う

んですけれども、その点は今も変わらないですか。あと、総合教育会議が次

いつ行われそうなのかということを踏まえて、説明をいただきたいのですけ

れども。 

 
赤松会長     はい、御確認いただけますか。 

 
教育部長     総合教育会議の開催予定は、現時点ではございませんが、過去に１回目か

２回目でそういったお話があったということで、総合教育会議は、市長部局

の方の会議でございますので、今回の答申書及び市長への報告は、先ほど私

が申し上げた流れで出していくのかなと考えています。以上です。 

 

赤松会長     恐らく、今お出しいただいた御意見の趣旨としては、教育委員会で止まっ

てしまうよりも、学校の設置者たる市にしっかりこの答申書が届くためには、

市長も同席されるところの会議で報告されると、意味が出てくるんじゃない

かという趣旨かなと思いますが、いずれにしても、もしかしたら、先ほど議

会で御報告というようなことも取り運びとしてあるのか、それは確約できな

いかなと思いますが。 

 

教育部長     現時点で各議員への報告というのは、まだこの場でははっきり申し上げら

れませんけれども、今回の答申書、こういうものがありましたということを、

配布はあってもいいのかなというふうには思いますけれども、議会の中で、

というより、各議員へペーパーをお渡しするということはあることではない

かなと思います。 

 

赤松会長     はい、お願いします。 
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𠮷村委員     増田先生、浅井先生。先生方も読む方がいいのか、どうなんですかね。答

申書を、職員に。意味ないと言えば意味ないのか。 
 

増田委員     我々はもう、決まったことに準じて仕事をさせていただくというか、そこ

はもう必要ないかなと僕は思うんですけれども。 

 

𠮷村委員     現場の人の意識も、せっかくなので目を通してもらったら、何か変化があ
って広がりもあるかなと思ったのですが。結構です、余談ですので。 

 

赤松会長     はい、事務局、お願いします。 

 

教育部長     この委員会の議事録は、ホームページにアップしておりますので、第７回

目ということで会議を終えて、その会議の結果として、答申書をアップする

ということは、当然必要であると考えています。 

 

赤松会長     ありがとうございました。 

甲斐委員、𠮷村委員からお出しいただいた御質問を遮る形で、次のお諮り

させていただきたい中身で検討をさせていただきたい、ということで、関連

的に御意見も頂戴し、お答えもいただけたと思いますが。 

 

甲斐委員     繰り返し確認なのですが、市民への説明は市のホームページへの掲載以外

にはないんでしょうか。例えばＰＴＡ協議会や自治連合会での説明等はない

のでしょうか。検討委員会の結果はこうなりました等の御説明はいただけな

いのでしょうか。 

 

赤松会長     あらゆるチャンネルを使って、情報提供していただきたいということで、

各学校の学校運営協議会の開催時期が、松本委員、たまたま志都美小学校は

来週ですか。 

 

松本委員     はい、来週です。 

 
赤松会長     来週でしたら、骨子については認められましたので、志都美小学校は学校

運営協議会で、少なくとも御報告いただける可能性があると。だからタイミ

ング、開催時期が各学校によって違うとは思いますが、そこで御報告いただ

く。いちいち教育委員会が出向かなくても、そういうルートもあると。それ

から当然、ホームページでも公開していただくという。いずれにしましても、

あらゆるチャンネルを使って情報公開に努めていただきたい、というふうに

お願いするしかないのかなと思います。 

 
甲斐委員     鎌田小学校の学校運営協議会での説明というのは、されるんでしょうか。

来週１２月２日にありますけれども。確認です。 
 

赤松会長     すみません、来週、甲斐委員は御出席をされますか。 

 

甲斐委員     委員ではありませんが、一保護者として参加予定です。 

 
赤松会長     そうしましたら、せっかくの機会ですので、そこで、このような基準が、

ということを、公式に答申をされる前かもしれませんが、基準としてこれは

委員会で認められた、というようなことはいかがでしょうか。 
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教育部長     私どもとしては、答申の後の方がいいかなと思います。答申前はそこは。 

 
甲斐委員     私の質問は答申の前後という話ではなくて、全ての小中学校の学校運営協

議会で説明されますと言いながら、鎌田小学校だけは運営協議会でやられて

ないんです、前回、そう御報告を受けましたわけですね。今回１２月にある

ので、そこで１回説明いただくのと、答申が出た後にはまたやっていただけ

ればと思いますので、是非ともよろしくお願いします。 

 
赤松会長     それはまた、ただ学校運営協議会のタイミングが合わなかったということ

で、別のところ（※コミュニティ部会）で説明をしていただいています。先

ほど、松本委員に不用意なことを言いましたが、まだ答申がちゃんと正式に

出されるまでは、慎重な取り扱いを、申し訳ありませんがよろしくお願いい

たします。 

 

教育部長     会議の状況、内容はいいと思うのですけれども。 

 

赤松会長     はい、「これが決定された」というようなことではなく。 

         船木委員、お願いします。 

 
船木委員      いいですか。 

皆さん一人一人の意見も聞きたかったんですけれども、長期にわたって先

生（※会長）には本当にいろいろとありがとうございました。また、委員の

皆さんもですね、貴重な意見をたくさん、また𠮷村さんには本当に貴重な意

見をたくさんいただき、ありがとうございました。教育の本質はですね、や

はり子どもたちの体力を向上して、学力を高めるということにあると思うん

です。ですから、学校環境はこれでいいかもしれませんけれども、やはり各

学校が、あの学校にはたくさんいい先生がいる（※が、別の学校にはいない）

ということのないようにですね。公平な教員の配置をしていただきたい。先

生によってクラスが変わる、先生によって学校が変わるということを見てき

ていますので、いくら環境を整えても学力は上がりませんから、その辺りを

やはり教育委員会として、教員の資質をきちっと見た上での配置ということ

を、よろしくお願いいたします。 

 

赤松会長     ありがとうございました。 

         はい、お願いします。 

 
髙垣委員     すみません、スクールバスですが、夏には、関屋の方を走っていただきま

した。その成果と反省。今後どうしていくのかというのを教育委員会の、も

しよかったら関屋小学校のＰＴＡさんとか、運営協議会の方にその説明をし

ていただきたいと思いますので、またよろしくお願いします。 

 
赤松会長     ありがとうございます。 

せっかくの機会ですので、その他にございませんでしょうか。本委員会を

振り返って、総括的なことでも構いません。 

そういたしましたら、どうぞ。 

 

甲斐委員     はい。結局、来週１２月２日は鎌田小学校の運営協議会に来ていただける

んですかね。すみません、確認です。 
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事務局・司会   はい。お伺いする予定です。 

 

甲斐委員     ありがとうございます。大丈夫です。 

 
赤松会長      ありがとうございます。 

そういたしましたら、途中時計を見ましたら、今回は私の目の前に事務局

から時計が置かれていまして、少しプレッシャーをかけられているなと思っ

ていたんですけれども。途中、１２時前には終われるかなと思っていました

が、皆さん貴重な機会なのでぜひ、ということで、御意見をたくさん賜りま

した。大変ありがとうございました。取り回しが下手で、本当に大変申し訳

ありませんでした。あと、連絡事項が残っておりますので、その点について

事務局の方からよろしくお願いいたします。 

 
事務局・司会   すみません、失礼します。 

本日の議事録につきましては、また仮の状態で委員の皆様に内容をメール

で御確認いただきまして、修正をした後に署名委員のかたに紙媒体で持参さ

せていただきます。本日、名簿順に、西山委員と甲斐委員にお願いしたいの

ですが、よろしいでしょうか。 

 
西山委員     はい。 

 
甲斐委員     大丈夫です。 

 
事務局・司会   ありがとうございます。 

そうしましたら、その段取りで進めさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。以上です。 

 

甲斐委員     答申は、そのタイミングと同じなんですかね。答申書の内容はまた別で送

られて、議事録とは別に確認するような。 

 

赤松会長     その予定です。順番は、どちらが先になるかというのは。また報告します、

とさせてください。 

 

甲斐委員     よろしくお願いします。 

 

赤松会長     それでは、これで委員会を終了させていただきたいと存じます。 
どうもありがとうございました。 

 
各委員      ありがとうございました。 

 

 
１２時１７分  閉会 


